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重信川水系流域治水プロジェクト【中間とりまとめ（案）】
～足立重信の築いた伊予の暮らしと産業を守る流域治水対策～

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ 、重信川水系においても、事前防災対策を進める必
要があることから、以下の取り組みを実施していくことで、国管理区間においては、戦後最大の平成13年6月洪水と同規模の洪水を安全に流し、流域に
おける浸水被害の軽減を図る。

■河川における対策
対策内容 浸透対策、侵食対策、河道掘削、引堤 等
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■ソフト対策
・防災行政無線の機能拡充等、住民への情報発信の促進
・簡易型河川監視カメラ・危機管理型水位計の設置
・排水活動の強化
※今後、関係機関と連携し対策検討

■流域における対策
・雨水貯留施設、排水施設の整備
・排水機場の耐水化
・民間事業者や住民による流出抑制対策への支援
・利水ダム等４ダムにおける事前放流の実施、体制構築 等
（関係者：国、愛媛県、道後平野土地改良区ほか）

※今後、関係機関と連携し対策検討

松山市

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

松山市古川南地区

平成13年6月梅雨前線
床上浸水149戸、床下浸水294戸

松山市垣生地区

平成29年9月台風18号
床上浸水22戸、床下浸水92戸
堤防漏水14箇所

河道掘削･引堤

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号 平29情複、第396号）」

御坂川

侵食対策
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中間とりまとめ（案）における各機関の対策項目

構成員 流域における対策

松山市

【流域における対策】
・浄化槽の雨水貯留への転用、浸水対策による雨水管渠整備、排水機場
の耐水化の検討、ため池の耐震対策

・雨水貯留施設設置の助成金の交付
【ソフト対策】
・大規模氾濫減災対策協議会の取組方針をもとに、取組を実施

伊予市
【ソフト対策】
・想定最大の浸水想定等更新された情報に基づくハザードマップの改訂
・防災行政無線の難聴エリアへの戸別受信機の設置 等

氾濫

排水機場の耐水化の例

止水板の設置電源設備等の嵩上げ

排水機場（例）

各戸貯留浸透施設のイメージ

松山市の対象

第1回協議会の事例紹介資料により抜粋 第1回協議会の事例紹介資料により抜粋

松山市の対象 ２



中間とりまとめ（案）における各機関の対策項目

構成員 流域における対策

東温市

【流域における対策】
・田窪工業団地の整備に合わせ、雨水等の流出調整として調整池の整備
【ソフト対策】
・大規模氾濫減災対策協議会の取組方針をもとに、取組を実施

松前町

【流域における対策】
・筒井地区雨水排水対策における排水路と雨水貯留施設の整備
・塩屋地区雨水排水対策の検討を実施
・公共下水道事業による雨水排水計画の見直しの実施
【ソフト対策】
・大規模氾濫減災対策協議会の取組方針をもとに、取組を実施

砥部町
【ソフト対策】
・大規模氾濫減災対策協議会の取組方針をもとに、排水活動の強化（排
水ポンプ車の導入・運用）、タイムラインの高度化などを実施

【事例：貯留施設（大洲市）】

調整池等の例

平常時

タイムラインの高度化

第1回協議会の事例紹介資料により抜粋

排水活動の強化

【事例：排水ポンプ車の導入（砥部町）】
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中間とりまとめ（案）における各機関の対策項目

構成員 流域における対策

愛媛県中予地方局
建設部

【河川における対策】
・御坂川における河道掘削、引堤、上井出堰の改築 等
【ソフト対策】
・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置

国土交通省
松山河川国道事務所

【河川における対策】
・浸透対策、洗掘対策、等
【ソフト対策】
・大規模氾濫減災対策協議会の取組方針をもとに、取組を実施

危機管理型水位計の例 簡易型河川監視カメラの例
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御坂川

砥部町 松山市

御坂川改修区間
L=600ｍ

宮北橋上流において
・左岸側護岸工L=60m
の事業推進

砥部川

令和２年度の実施状況

【今後の予定】
目標時期内に完成する
よう事業を推進

宮北橋

内川合流点

【宮北橋より上流】
河道掘削完了
左岸施行中

【改修断面図】

河川における対策（愛媛県） 御坂川の対策

○御坂川において、流下能力が不足する宮北橋～内川合流点区間において、河
道掘削、引堤、上井出堰の改築などにより河道断面を拡幅し、水害リスクの
低減を図る。
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重信川

浸透対策予定区間

○河川堤防の浸透に対する詳細点検の結果を踏まえ、堤防漏水の発生状況、
被災履歴、被災規模、現在の堤防が有している背後地の社会条件等も考慮し、
優先度が高い区間から計画的に堤防の浸透対策を実施。

重信川3.0k～3.8k

川表側川裏側

対策工イメージ図
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河川における対策（国） 浸透対策 第1回協議会で説明



流域における対策 事前放流（治水協定）

○令和元年東日本台風(台風第19号)など近年頻発する洪水被害に対応するため、既存
ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できるよう全国で取組みを実施。

○利水ダムは、台風や大雨が降ることが見込まれる場合に事前に利水容量を空け、洪
水調節に使用。

○河川管理者は、台風や大雨に関する全般気象情報が発表されたとき等に利水ダム管
理者に事前放流を実施する態勢に入るよう伝達し、利水ダム管理者は事前放流を実
施するかを判断。

○重信川で利水容量を洪水調節に利用できるダムは、石手川ダム(国土交通省)、佐古
ダム・横谷調整池(農林水産省）、銚子ダム（愛媛県）の４ダム。

○利水容量を洪水調節に利用できるよう、令和2年5月29日に「重信川水系治水協定」
締結。

※７者（国土交通省 松山河川国道事務
所長、農林水産省 四国土地改良調査管
理事務所長、道後平野土地改良区 理事
長、伊予郡砥部町土地改良区 理事長、
松山市 公営企業管理者、愛媛県 農林
水産部長、土木部長）で締結

利水ダムの事前放流のイメージ 重信川水系治水協定
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第1回協議会で説明




